
◎
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
一
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
三
月
一
一
日
・
衆
議
院
法
務
委
員
会
）

○
森
国
務
大
臣

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ

い
て
、
そ
の
趣
旨
を
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
か
つ
迅
速
な
処

理
を
図
る
た
め
、
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
し
て
、
以
下
、
そ
の
要
点
を
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
点
は
、
裁
判
官
に
つ
き
、
判
事
の
員
数
を
四
十
人
及
び
判
事
補
の

員
数
を
三
十
五
人
増
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
民

事
訴
訟
事
件
及
び
刑
事
訴
訟
事
件
の
適
正
か
つ
迅
速
な
処
理
を
図
る
と
と

も
に
、
裁
判
員
制
度
導
入
の
態
勢
整
備
を
図
る
等
の
た
め
、
裁
判
官
の
員

数
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
点
は
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
三
人
増
加
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
民
事
訴
訟
事
件
、
刑
事
訴
訟
事

件
及
び
家
庭
事
件
の
適
正
か
つ
迅
速
な
処
理
を
図
る
と
と
も
に
、
裁
判
員

制
度
導
入
の
態
勢
整
備
を
図
る
等
の
た
め
、
裁
判
所
書
記
官
等
を
百
三
十

人
増
員
す
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
事
務
を
簡
素
化
、

合
理
化
、
効
率
化
す
る
こ
と
等
に
伴
い
、
技
能
労
務
職
員
等
を
百
二
十
七

人
減
員
し
、
以
上
の
増
減
を
通
じ
て
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の

員
数
を
三
人
増
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
趣
旨
で

あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
法
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
一
九
日
）

○
山
本
幸
三
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
か
つ
迅
速
な
処
理
を
図

る
た
め
、
判
事
の
員
数
を
四
十
人
、
判
事
補
の
員
数
を
三
十
五
人
、
裁
判

官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
三
人
増
加
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
十
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
十
一
日
森
法
務

大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
十
七
日
質
疑
を
行
い
、
採
決
の

結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま

し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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三
、
参
議
院
法
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
）

○
澤
雄
二
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
迅
速
な
処
理
を
図

る
た
め
、
裁
判
所
職
員
の
定
員
を
改
め
、
裁
判
官
の
う
ち
、
判
事
の
員
数

を
四
十
人
、
判
事
補
の
員
数
を
三
十
五
人
、
ま
た
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判

所
職
員
の
員
数
を
三
人
、
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。委

員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
司
法
制
度
改
革
の
理
念
に
沿
っ
た
裁
判
官

の
大
幅
増
員
の
必
要
性
、
裁
判
員
制
度
導
入
に
向
け
た
裁
判
官
増
員
の
進

捗
状
況
、
こ
れ
か
ら
の
裁
判
官
に
求
め
ら
れ
る
資
質
、
能
力
と
法
科
大
学

院
教
育
・
新
司
法
試
験
の
在
り
方
、
現
場
の
状
況
と
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
た

上
で
の
体
制
整
備
の
必
要
性
、
裁
判
員
の
守
秘
義
務
の
在
り
方
等
に
つ
い

て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願

い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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